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令和６年和光市農業委員会１月総会日程 

 

　　　　　　　　　　令和６年１月２６日（金曜日）午後４時３０分開会 

 

日程第１　開　会 

日程第２　開　議 

日程第３　議事録署名委員の指名　　５番　成田真理子委員　６番　小寺淳一委員 

日程第４　協議事項　①令和６年和光市農業委員会２月総会の日程について 

　　　　　　　　　　②地域計画策定に係る意向調査について 

　　　　　　　　　　③その他 

日程第５　諸報告　　①会長専決について 

　　　　　　　　　　②農業委員の活動報告について 

　　　　　　　　　　③その他 

日程第６　閉　会　　午後５時００分
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出席委員（１１名） 

　　　　　１番　　新　坂　篤　司　君　　　　　　　２番　　冨　岡　和　樹　君 

　　　　　３番　　冨　岡　浩　之　君　　　　　　　４番　　本　多　　　修　君 

　　　　　５番　　成　田　真理子　君　　　　　　　６番　　小　寺　淳　一　君 

　　　　　７番　　吉　田　成　実　君　　　　　　　８番　　田　中　和　巳　君 

　　　　　９番　　富　澤　孝　子　君　　　　　　１０番　　井　口　俊　彦　君 

　　　　１１番　　浪　間　兼　三　君 

────────────────────────────────────────── 

欠席委員（０名） 

────────────────────────────────────────── 
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開会　午後　４時３０分 

────────────────────────────────────────── 

◎開会 

◎開議 

○事務局長（大塚）　皆様、こんにちは。 

　　定刻となりましたので会議を始めさせていただきます。 

　　ただいまから令和６年和光市農業委員会１月総会を開会いたします。 

　　それでは、会長、お願いいたします。 

○新坂会長　皆様、こんにちは。 

　　冒頭、初めに、本年元日に発災しました能登半島地震において亡くなられた方々のご冥福

をお祈りするとともに、被災された方々の１日も早い生活再建を願いたいと思います。 

　　2024年も幕開けとなりましたが、気持ちを新たに、皆さんと一緒に和光市の農政に努めて

まいりたいと思っておりますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。 

　　それでは、議事に移ります。 

　　ただいまより令和６年和光市農業委員会１月総会を始めます。 

　　出席委員は11人中10人で、和光市農業委員会会議規則第６条による定足数に達しており、

総会は成立していることをご報告いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎議事録署名委員の指名 

○新坂議長　初めに、議事録署名委員ですが、５番、成田委員、６番、小寺委員を指名します。 

────────────────────────────────────────── 

◎協議事項 

　①令和６年和光市農業委員会２月総会の日程について 

○新坂議長　それでは、議事に移ります。 

　　本日は議案がありませんので、次第の４、協議事項となります。 

　　協議事項①令和６年和光市農業委員会２月総会の日程について、事務局より説明をお願い

します。 

○事務局（江口）　協議事項①令和６年和光市農業委員会２月総会の日程についてですが、２

月29日木曜日、午前９時からを提案させていただきます。場所は３階の庁議室になります。 

　　なお、３月総会につきましては、３月25日月曜日の午前の開催を予定しております。 
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　　ご協議のほどよろしくお願いいたします。 

　　説明は以上です。 

○新坂議長　それでは、では２月29日木曜日の午前９時からということですが、皆様のご都合

はいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

○新坂議長　よろしいでしょうか。では、２月29日木曜日の午前９時から、場所は３階庁議室

でお願いいたします。 

　　また、３月につきましては25日の予定、予備日としては28日となっております。現時点で

都合の悪い方はいらっしゃいますでしょうか。 

（発言する者なし） 

　　では、その予定でお願いいたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎協議事項 

　②地域計画策定に係る意向調査について 

○新坂議長　続きまして、協議事項②地域計画策定に係る意向調査について、事務局より説明

をお願いします。 

○事務局（江口）　協議事項②地域計画策定に係る意向調査についてご説明いたします。 

　　地域計画につきましては、これまで農業委員会でも何度かご説明させていただいてきてお

りますが、これから計画策定に係る具体的な作業を始めることになります。 

　　本日お配りした資料の２－１をご覧ください。 

　　こちらは、昨年12月に行った、新倉八丁目の所有者が多く集まる坂下土地改良区環境保全

組合の一斉清掃日に合わせて説明を行った際の資料となっております。 

　　計画策定の流れとしましては、まず最初に農地の所有者に今後10年、今後の10年間農地を

どのように管理していくかの調査を行います。 

　　その次に、調査結果を参考にしながら、地域の人たちで集まって話合いという場を設けま

す。 

　　最後に、話合いの結果を基に、農地の利用予定を明確にした目標地図というものを作りま

す。この目標地図が地域計画というものになります。 

　　今回実施するのは、最初に行うこの意向調査という部分になります。 

　　調査の対象についてですが、地域計画の対象地域は市街化調整区域内の農地とされており
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まして、和光市内で該当するのは新倉八丁目と下新倉六丁目の農地になります。 

　　しかし、地域計画は10年後の農地の使い方を決めるという計画のため、下新倉六丁目につ

いては２種農地、３種農地となっているため転用される可能性があります。そのことから、

10年後の見通しを立てるのが困難な状況となっております。そのためこちらは対象外なりま

して、原則転用が不可となる１種農地で構成された新倉八丁目が地域計画の対象とできる唯

一の農地となります。 

　　資料の２－２をご覧ください。 

　　こちらが今回行う予定の調査票の案になっております。 

　　内容を説明させていただきます。 

　　まず表紙は依頼文になります。まずは対象者、新倉八丁目に農地を所有している方に対し

てこちらの文書を送付いたします。 

　　２枚目以降が意向調査票になります。 

　　農地の所有者に対して、今現在の利用状況であるとか、あるいは今後の利用の意向、また

農地を買いたい、借りたい、そのような意向があれば項目にチェックしていただいたり、あ

るいはまた農業をやめたいだとか規模を縮小したいといったことを聞いていきます。 

　　こういった意見を事前に出しておいていただいて、この結果をその後、行うことになる地

域の話合いの場で出して、実際に農地の集約を行うか、あるいは行わないか。行わないにし

ても今後ここの農地を誰が管理していくか、そういうのを明確にして、農地効率よくまた利

用、使い続ける、といった計画としていきたいと考えております。これはそのための事前調

査になっております。 

　　皆様には、こちらの調査票をご覧いただいて、計画を作っていくに当たり必要な質問が盛

り込まれているか、他にもしたほうがいい質問などがございましたら、ご意見をいただきた

いと思ってます。 

　　来月、３月総会でもう一度ご意見が無いかをお聞きしますので、その際にご発言いただけ

ればと思います。 

　　事務局からの説明は以上となります。 

○新坂議長　ただいま事務局から説明がありましたが、意向調査について現時点で質問のある

方がいらっしゃいますでしょうか。 

　　よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 
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○新坂議長　では、委員の皆様は内容を確認していただき、来月総会に、来月２月総会にて改

めて内容の協議を行いますので、よろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎協議事項 

　③その他 

○新坂議長　続きまして、協議事項③その他について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局（江口）　その他についてはございません。 

○新坂議長　では、協議事項は以上とします。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

　①会長専決について 

○新坂議長　続きまして、諸報告に移ります。 

　　諸報告①会長専決について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局（江口）　諸報告①会長専決、議案書の１ページ目から16ページ目をご覧ください。 

　　今月の会長専決は、４条届出が５件、５条届出が５件となっており、現地の状況は写真資

料１番、１ページ目から10ページ目となりますので、ご確認をお願いします。 

　　写真の補足をいたしますと、会長専決１号は４条届出で、駐車場を整備するための転用で

す。昨年10月から市街化区域に編入された新倉八丁目の農地で、編入されたことにより転用

可能になっております。隣にバスが置いてあるのが見えると思いますが、こちらの駐車場を

拡張するための転用となっております。 

　　また２号から５号は４条の届出で、幾つかの筆で分かれていますが、同じ場所の農地にな

っております。筆によって持分などが異なっていたことから別々に届出がされました。 

　　６号からは５条届出になります。６号については、住宅敷地の一部だった場所の転用にな

ります。 

　　７号は集合住宅の建設のための土地の転用で、住宅敷地の一部でしたが地目が畑のままで

残っていたので、その部分の転用になります。 

　　８号は二軒新田の区画整理地区で、イチゴハウスの横に建て売りの戸建て住宅を建設する

ための転用になります。 

　　また、９号は越後山の区画整理地区の一部です。 

　　最後10号、こちらについては以前生産緑地だった農地の転用になりますが、先月利用状況
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調査を行い指導対象とした場所になります。これにつきましては、この後、報告事項で詳し

く説明させていただきます。 

　　会長専決の説明は以上です。 

○新坂議長　ただいま事務局の説明がありましたが、ご質問がありましたらお願いします。 

　　よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○新坂議長　よろしければ、会長専決は以上とします。 

───────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

　②農業委員の活動報告について 

○新坂議長　続きまして、諸報告②農業委員の活動報告について、事務局より説明をお願いし

ます。 

○事務局（江口）　諸報告②農業委員の活動報告。 

　　今月の活動の共通事項につきましては、写真資料11ページをご覧ください。本日26日の農

業委員会１月総会になります。その他、個別に農地パトロールや現況確認等をしていただい

た方は、その旨ご記入をお願いいたします。 

　　説明は以上です。 

○新坂議長　ありがとうございます。 

　　その他、皆さんから活動に関してご報告がある方は挙手をお願いします。 

　　他に無いでしょうか。 

（発言する者なし） 

○新坂議長　それでは、委員の皆様からの報告は以上とします。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

　③その他 

○新坂議長　続きまして、諸報告③その他について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局（江口）　諸報告③その他ですが、５点報告がございます。 

　　まず、報告１点目になります。先月実施した利用状況調査の結果報告になります。 

　　指導文書の送付対象となった方に対しては、１月15日付で指導文書を送付いたしました。 

　　なお、発送に当たりましては、指導対象のうち１件について、先ほどの会長専決の部分で
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触れましたが、Aさんの農地が、先月の総会の後、12月28日に転用届が提出されまして、１

月16日付けで所有権移転がなされました。このため、Aさんの農地でなくなることから、指

導対象から外し、文書の送付は行いませんでした。 

　　また、次にBさんの農地についてです。前回の総会の後、指導文書を送らない代わりに事

務局から電話で聞き取りを行うという形にしておりましたので、実際に電話をかけて聞き取

りを行いました。 

　　それによると、Bさんからは、樹木の伐採はご自身でされたということでした。また、将

来的には転用も考えているということでした。 

　　しかし、具体的なことはまだ未定で、しばらくは伐採や除草を続けて整地を続けていくと

いうことでしたので、当分の間は推移を見守ることとなります。 

　　報告２点目になります。こども食堂というものについてです。 

　　近年、子どもに対し無料で食事を提供するこども食堂の取組が市内で増えています。土日

や夏休みなどの日中保護者がいない家庭の子どもに栄養のある食事をさせたいということか

ら始まり、最近では物価高騰で食事が質素になった家庭も増えているということで、需要が

増えているものとなっております。 

　　しかし、こども食堂の運営は有志が寄附で賄っているということが多く、食材の確保に苦

慮しているとのことです。 

　　そこで目をつけられたのが、直売所などで売れ残ったり、あるいは規格外で出荷できなか

った野菜で、これを無償で提供していただけないかという要望がこども食堂の団体から上が

ってきております。 

　　現在、事務局では、こういった取組が可能なのかというところで、農協や各農業者、また

こども食堂の運営者にも話を聞きながら、実現の可能性について検討を行っております。 

　　進捗については、農業委員会でも随時報告を行っていくとともに、皆様からもこのこども

食堂に情報やご意見等ございましたらご連絡いただければと思います。 

　　次、報告３点目になります。視察研修になります。 

　　農業委員会では年に一度、農業に関する研修として他市の先進事例などの視察を行ってお

ります。 

　　今年度の研修についてですが、宮代町の「新しい村」というところで視察の受入れをして

いただけるということになりました。 

　　資料の３をご覧ください。本日の会議の資料３です。カラー刷りの写真になります。 
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　　埼玉県宮代町にある施設で、農業、農をテーマとした観光施設になります。地元、その場

の地元で採れた野菜を使ったカフェや、体験農園、都市農業としての特徴が出た施設になっ

ていると思いますので、本市の農業において何かしらの参考になればと思い、こちらのほう

を選定させていただきました。 

　　現地の農業委員会にも協力いただいて、講義もいただけるということですので、今回はこ

ちらに向かわせていただきます。 

　　日程についてですが、２月29日月曜日としまして、２月総会の日に行います。総会が終わ

った後、そのまままたバスに乗り現地に向かうという予定です。現地までは１時間程度で到

着しまして、視察先で昼食をとってから施設見学と宮代町農業委員会からの講義をいただく

予定です。 

　　施設見学の後は移動しまして、近所にある春日部市の道の駅「庄和」で休憩を取り、市役

所には16時45分着頃で予定をしております。 

　　年度末となってしまったため、日程の幅が取れず、急な決定となってしまいました。申し

訳ございません。 

　　このため、ご都合がつかないといった場合はご連絡をいただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

　　次、報告４点目になりますが、農家だよりです。 

　　本日配付資料の４番目をご覧ください。 

　　今月の農家だよりは片面のみの印刷となっております。 

　　主な内容としましては、二軒新田の加藤さんが新たにイチゴの摘み取り農園を開業されま

して、これが１月５日からオープンしましたので、紹介させていただいております。 

　　また、その他の記事としては相続税の、相続登記の申請が義務化されるということで、そ

ちらの周知記事、あとは農業用廃プラスチックの回収が３月６日に行われますので、こちら

の申込書をつけた記事となっております。 

　　内容につきましてご意見等ございましたら、後ほどよろしくお願いいたします。 

　　報告、最後５点目です。次の総会までの各委員の会議等の予定についてになります。 

　　まず、２月は９日金曜日に朝霞地区農業委員会連絡協議会委員研修会がございます。 

　　資料の５番目をご覧ください。 

　　こちらは、朝霞地区４市、朝霞、和光、新座、志木の農業委員さんが集まっての研修会に

なります。しばらく行われておらず、開催されるのは四、五年ぶりになるかと思います。 
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　　朝霞市の産業文化センターに集まって、１時間程度講義をしていただいて、その後、懇親

会ということで、朝霞市内で懇親会を行います。 

　　こちらも、日程の通知が遅くなってしまったため、ご参加が難しい方もいらっしゃると思

います。ご都合のつかない方は、来週29日月曜日までに事務局までご連絡をいただければと

思います。 

　　また、懇親会の参加も任意となります。他の農業委員会の委員さんが集まるという機会は

なかなかありませんので、貴重な機会ではありますのでご参加いただければと思いますが、

こちらも任意となっておりますので、研修のみ参加して懇親会は欠席するといったこともで

きますので、併せて月曜日までに出欠のご連絡をいただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

　　また、その他の会議ですが、２月22日は３月議会の開会日となっており、こちらは新坂会

長にご出席をいただきます。 

　　また、28日水曜日には、認定農業者の認定を行う担い手育成支援協議会を開催予定です。

今回は、認定農業者３名の更新と１名の新規認定を予定しております。こちら農業委員会か

らは新坂会長と浪間代理にご出席をいただく予定です。 

　　その他、出席予定の会議等がございましたらご報告をお願いいたします。 

　　なお、今後の総会の予定についてですが、２月総会は農地転用許可申請が１件、納税猶予

の適格者証明申請が１件、農地の利用権設定の更新が２件、新規申請が１件、現時点で予定

しております。 

　　ここ２か月、議案が無い月が続きましたが、２月は議案が多めになっており、現地確認等

をしていただくことになります。日程は追ってご連絡をしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

　　その他の報告については以上になります。 

○新坂議長　ありがとうございます。 

　　委員の皆様から何かございますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○新坂議長　それでは、本日の議事は以上となります。 

────────────────────────────────────────── 

◎閉会 

○新坂議長　本日も、皆様のおかげで滞りなく議事運営ができました。ご協力いただき、誠に
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ありがとうございました。 

　　以上をもちまして、令和６年和光市農業委員会１月総会を閉会します。 

　　皆様、お疲れさまでした。 

閉会　午後　５時００分 
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　　上記は会議の内容を記載したものであるが、その内容の相違無い事を証するため、ここに 

　署名する。 
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